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「領収書」等に係る印紙税の
非課税範囲が変わります

（平成26年4月1日以降作成されるものに適用されます）

税務署ニュース
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交際費の損金不算入制度の改正
（平成25年度税制改正）

　今回は、平成25年度に制度改正のあった、交際費の損金不算入について取り
上げたいと思います。
　税務上の交際費とは、交際費、接待費、機密費等の得意先、仕入れ先等の事
業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答等のために支出する費用を
いい、やや社会通念上の用語の範囲よりは対象が広がっております。交際費課
税制度の導入理由は、税収確保のほか、冗費を節約して企業の自己資本の充実
を図るという産業政策的な見地からであるといわれており、会計上の費用で
あっても、税務上は損金には認められないことになります。すなわち、法人の交
際費の支出については、会計処理（帳簿記帳）では、費用となりますが、原則、法
人税の計算では所得の計算上、損金とならない（所得金額からから減額できない（おとせない））ことに
なります。
　会計では費用でも、税務上は所得から減額できないので、決算書の税引前当期純利益と、法人税で
の申告の所得が一致しない理由の一つになっています。なお、かなり以前から、会計と税務は一致させ
る思考はなくなってきており、交際費の他にも、退職給付引当金、寄付金や、租税公課など、不一致とな
る理由は多数存在します。
　交際費の具体的な扱いとしては、中小法人については、税務上、交際費であって損金にならない金額
は、（１）６００万円（定額控除限度額）に達する額の１０％と、（２）定額控除限度額を超える額との合計と
されています。ここで中小法人とは期末の資本金（出資金）が1億円以下（大法人の１００％子会社等は
除く）をいいます。
　平成25年改正では、交際費の扱いについて以下の改正が行われ、これは、平成25年４月1日以降、平
成26年3月31日までに開始する事業年度から適用されます。自民党の税制改正大綱によれば、中小
企業についてのこの改正措置は、以後も同様に継続される見込みのようです。
（１）定額控除限度額が800万円に引き上げられました。
（２）定額控除限度額に達する額の１０％が、ゼロになりました。
　たとえば、交際費を1事業
年度において９００万円使った
場合、従来は、６００万円×１
０％＋（８００万円－６００万円）
＝２６０万円が損金で落とせな
かったところ、
改正により、800万円×０％＋
９００万円－８００万円＝１００
万円についてのみ、損金で落とせないこととなります（1事業年度は12ヶ月の会社を前提とします）。
　しかしながら、この改正は中小企業についてのみ対象としており、資本金が1億円をこえる大法人は
対象外でしたので、交際費の支出による景気効果はあまりないといわれていました。平成26年度改正
では、法律は確定していませんが、大企業についても、交際費のある程度の損金を認めることになるよ
うです。

税のミニ通信

平成25年度改正前 改正後

損金にならない
６０万円

（１０％） 

損金になる
（９０％）

↑６００万円未満 ↑600万円を
超える部分

↑800万円未満 ↑800万円を
超える部分

損金にならない
200万円

損金になる
（１００％）

損金にならない
100万円
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東北税理士会郡山支部
税理士 遠藤 健太郎
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　3月8日、郡山法人会初となる婚活事業「婚活クッキングパーティー」を、国際ビューティ・ファッション専門学校・郡山
ビューホテルで開催した。当日は、県内から独身男女合計27名が参加した。
　主催者挨拶の後、専門学校パティシエ科にて、参加者全員に自己紹介をしていただき、その後グループに分かれて
ハート型のフルーツケーキ作りに挑戦。初めは緊張して会話の少なかった参加者も、共同作業を行う事で緊張も解
れ、積極的に言葉を交わす姿が見受けられた。
　郡山ビューホテルでは、1対1で会話をしていただく「アピールタイム」を行い、非常に活気ある雰囲気で、特に女性
が会話を盛り上げていたようだった。
　フリータイムでは、気に入った相手を誘い2ショットで会話を楽しむ方や、何名かで集まりグループで会話を楽しむ
方など、それぞれ交流を深めていた。
　最後は告白タイム。気になる方の指名投票をした結果、4組のカップルが誕生し参加者、スタッフ一同で祝福した。

3月8日 郡山法人会初となる婚活事業「婚活ク キングパ テ

「婚活クッキングパーティー」開催「婚活クッキングパーティー」開催

協力してケーキを作る 交流を深める参加者


